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労働安全衛生規則の改正
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貨物自動車関係



労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行（貨物自動車関係）
（令和5年3月28日基発0328第5号）
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行（貨物自動車関係）
（令和5年3月28日基発0328第5号）
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労働安全衛生規則（Ｒ5.10.1施行）
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第151条の67 (昇降設備）

1. 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を
積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含
む。）又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を
卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含
む。）を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するた
め、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床
面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設
備を設けなければならない。

2. 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床
面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇
降するための設備を使用しなければならない。
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労働安全衛生規則（Ｒ5.10.1施行）
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第151条の74 (保護帽の着用）

1. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む
作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は次の各
号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業（ロープ解き
の作業及びシート外しの作業を含む。）を行うとき（第三号に該当する
貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限
る。）は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事
する労働者に保護帽を着用させなければならない。
一 最大積載量が五トン以上のもの
二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造
上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフ
ターが設置されているもの（前号に該当するものを除く。）

2. （略）
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メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては貨物自動車
の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトが規制の対象
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労働安全衛生規則（Ｒ６ .２ .１施行）
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第36条 (特別教育を必要とする業務）

1. 法第59条第３項の厚生労働省令で定める
危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

五の四 テールゲートリフター（第151条の２第七号
の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力によ
り駆動されるリフトをいう。以下同じ。）の操作の業務
（当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自
動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。）



北海道労働局 ＞ 各種法令・制度・手続き ＞ 安全衛生関係＞
労働安全衛生法に基づく免許、技能講習等について
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令和５年 稚内署管内災害事例（抜粋）

（食料品製造業）

トラック運転者である被災者が、漁港において、ホタテの荷受けのため、トラックの荷台上で作業

していたところ、荷台（高さ２メートル以上）から地面に墜落し、頭部や胸部を強打し、骨折した

もの。（60代男性、６か月）



労働安全衛生規則の改正
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墜落制止用器具関係



墜落制止用器具をご使用ください
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墜落制止用器具をご使用ください
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墜落制止用器具をご使用ください
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墜落制止用器具をご使用ください
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墜落制止用器具と安全帯の見分け方
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製品ラベルを確認

○「墜落制止用器具の規格」適合品

×「安全帯の規格」適合品



墜落制止用器具をご使用ください
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墜落制止用器具をご使用ください
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労働安全衛生規則の改正
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化学物質関係



労働災害発生状況
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件数
（平成30年）

障害内容別の件数(重複あり)

中毒等 眼障害 皮膚障害

特別規則対象物質 77 (18.5％)
38

(42.2％)
18

(20.0％)
34

(37.8％)

特別規則以外のＳＤＳ
交付義務対象物質

114 (27.4％)
15

(11.5％)
40

(30.8％)
75

(57.7％)

ＳＤＳ交付義務対象外
物質

63 (15.1％)
5

(7.5％)
27

(40.3％)
35

(52.2％)

物質名が特定できてい
ないもの

162 (38.9％)
10

(5.8％)
46

(26.7％)
116

(67.4％)

合計 416  
68

(14.8％)
131

(28.5％)
260

(56.6％)

※出典：平成29年～令和元年労働者死傷病報告



労働災害発生状況
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○化学物質による休業４日以上の労働災害の

うち、特定化学物質障害予防規則等の規制

対象外の物質による労働災害が約８割。

○特定化学物質障害予防規則等に追加される

とその物質の使用をやめ、危険性・有害性

を十分に確認、評価せずに規制対象外の物

質に変更し、その結果、十分な対策が取ら

れずに労働災害が発生。



労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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令和4年５月31日付け基発0531第9号
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制

34



令和4年５月31日付け基発0531第9号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
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⑤令第6条第18～20号及び22号の作業

・特定化学物質及び四アルキル鉛等作

業主任者技能講習を修了した者

・有機溶剤作業主任者技能講習を修了

した者

・鉛作業主任者技能講習を修了した者



令和4年12月26日付け基安化発1226第１号
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
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令和4年12月26日付け基安化発1226第１号
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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